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別表５　　　　令和８年度食品収去検査実施計画

収去回数 検体数 収去回数 検体数

魚肉ねり製品 規格基準（大腸菌群） 10 2 8 1 2

保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸）、甘味料（ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ）

冷凍食品 規格基準（細菌数、大腸菌群、E.coli、腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ最確数） 33 2 6 7 27

無加熱摂取冷凍食品 成分規格（細菌数、大腸菌群）

加熱後摂取冷凍食品で凍結前加熱 成分規格（細菌数、大腸菌群）

加熱後摂取冷凍食品で凍結前未加熱 成分規格（細菌数、E.coli）

生食用冷凍鮮魚介類 成分規格（細菌数、大腸菌群、腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ最確数）

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類 規格基準（乳固形分、乳脂肪分、細菌数、大腸菌群） 6 1 4 1 2

氷菓 成分規格（細菌数、大腸菌群） 3 1 3 0 0

生食用鮮魚介類 規格基準（腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ最確数） 16 2 8 2 8

ゆでがに 規格基準（腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ、細菌数、大腸菌群） 8 0 0 4 8

ゆでがに 成分規格（腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ）

冷凍ゆでがにで加熱後摂取 成分規格（細菌数、大腸菌群）

冷凍ゆでがにで無加熱摂取 成分規格（細菌数、大腸菌群、腸炎ﾋﾞﾌﾞﾘｵ）

清涼飲料水

その他の清涼飲料水 成分規格（混濁、沈殿物、ひ素、鉛、ｽｽﾞ(*1)、大腸菌群） 3 1 2

ミネラルウォーター類（殺菌・除菌有） 成分規格（検査項目は省略） 7 1 6

容器包装詰加圧加熱殺菌食品 成分規格（細菌試験、恒温試験） 隔年実施（R９）

氷雪 成分規格（大腸菌群、細菌数） 隔年実施（R９）

そうざい（給食） 給食（細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌） 45 5 20 7 25

そうざい（弁当） 弁当（細菌数、大腸菌、黄色ブドウ球菌） 30 4 13 6 17

洋生菓子 洋生菓子（生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌） 32 4 12 5 20

着色料を含む食品（*2） 着色料（タール色素） 7 1 3 1 4

醤油 保存料（安息香酸、ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｴｽﾃﾙ類） 7 2 4 2 3

甘味料（ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ）

酢・ソース・調味料等 保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸、ﾊﾟﾗｵｷｼ安息香酸ｴｽﾃﾙ類） 4 1 2 1 2 隔年実施（R8）

即席めん 成分規格（酸化油脂（酸価、過酸化物価）） 2 0 0 1 2 隔年実施（R8）

生餡豆類 成分規格（シアン化合物） 2 0 0 1 2 隔年実施（R8）

発酵乳・乳飲料 発酵乳：成分規格（乳酸菌数、大腸菌群、無脂乳固形分） 2 1 1 隔年実施（R8）

乳飲料：成分規格（細菌数、大腸菌群） 1 1 0 隔年実施（R8）

漬物 浅漬以外：保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸）、甘味料（ｻｯｶﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ、ｱｾｽﾙﾌｧﾑK） 隔年実施（R９）

浅漬：腸炎ビブリオ、大腸菌 4 1 2 1 2

食肉製品 成分規格（E.coli、黄色ブドウ球菌、ｻﾙﾓﾈﾗ、ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ、大腸菌群）

成分規格（亜硝酸根）、保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸）

魚介類加工品 保存料（ｿﾙﾋﾞﾝ酸） 隔年実施（R９）

煮豆・漂白野菜 漂白剤（二酸化硫黄） 5年ごとに実施（R12）

果実酒 酸化防止剤（二酸化硫黄） 隔年実施（R９）

容器・包装（合成樹脂製）
一般規格（溶出試験：重金属、過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）、個別規
格（溶出試験：蒸発残留物、フェノール、ホルムアルデヒド）

6 1 3 1 3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ（PE)及びﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ（PP)製
一般規格（溶出試験：重金属、過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）、個別規
格（溶出試験：蒸発残留物）

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ（PS)製 〃

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ（PVC)製 〃

メラミン樹脂製
一般規格（溶出試験：重金属）、個別規格（溶出試験：蒸発残留
物、フェノール、ホルムアルデヒド）

アレルギー物質を含む食品(*3) アレルギー検査 8 2 4 2 4

卵、乳、落花生、そば、小麦、えび、かに、くるみ

指定外添加物(*4) 指定外添加物 15 2 6 3 9

（ｻｲｸﾗﾐﾝ酸、ｱｿﾞﾙﾋﾞﾝ、ｷﾉﾘﾝｲｴﾛｰ、ﾊﾟﾃﾝﾄﾌﾞﾙｰＶ、TBHQ）

合計 254 34 103 51 151

◆R7収去参考 276 37 116 51 160

＊１：清涼飲料水の検査項目「スズ」については、金属製容器の場合にのみ行う。

＊２：菓子、漬物、食肉製品等を検査品目とし、着色料（タール色素）を含む可能性があるもの。

＊３：アレルギー表示が必要な特定原材料を含む可能性のある食品（菓子、そうざい等）で、アレルギー表示のないものを検査品目とする。

＊４：輸入された菓子、乾燥果実、調味料等を検査品目とする。

（注意）必要に応じて、県内に流通する県外製造品を収去する。

3

品目 検査項目 検体数
中部 西部

備考

2

1 3

1 1 1

11

18



１　残留農薬

区　分 検体数 中部 西部 搬入月

らっきょう 1 1 0 ５月

たまねぎ 2 0 2 6月

すいか 5 3 2 7月

トマト 3 1 2 7月

二十世紀梨 3 2 1

その他の梨 3 2 1

輸入野菜・果実 3 0 3 9月

玄米 4 2 2 １０月

ほうれん草 2 2 0 11月

ながいも 5 5 0 １2月

ブロッコリー 5 2 3 1２月

はくさい 2 0 2 1月

だいこん（根） 1 1 0 １月

ねぎ 5 2 3 2月

合　計 44 23 21

＊輸入野菜・果実除き、県内産のものを収去する。

２　水銀
区　分 検体数 中部 西部 搬入月

鮮魚介類 6 3 3 5月

鮮魚介類 6 0 6 １１月

合　計 12 3 9

＊検査は登録検査機関に委託する。

３　動物用医薬品
区　分 検体数 中部 西部 食　検 搬入月 備　考

6 牛6 　６月

6 豚6 ８月

2 卵１ 卵1 ９月

6 鶏2 鶏4 5月

6 牛6 １月

6 豚6 ２月

はちみつ 隔年実施（次回R９実施）

合　計 32 3 5 24

　別表６　令和8年度食品汚染物質検査計画

備　考

品目・原産国を調整する

8月

牛・豚：
筋肉（横隔膜または頸筋）及び内臓（腎臓）
鶏肉：筋肉
鶏卵：殻つき

食肉・卵

備　考

19


